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地方公共団体の財政の健全化に関する法律に 

定める健全化判断比率等について 
 

 

１ 指 標（令和６年度決算に基づく本市の指標） 
 

区 分 比 率 備  考 

●実質赤字比率 － 実質赤字額は生じておりません。 

●連結実質赤字比率 － 
連結実質赤字額は生じておりませ

ん。 

●実質公債費比率 ７．１％ ※３ヵ年平均 

●将来負担比率 － 
将来負担額より充当可能財源等が

大きいため、算出されません。 

●資金不足比率 － 資金不足額は生じておりません。 

 

 

２ 早期健全化基準等（法令に定められている基準） 
 

区 分 早期健全化基準等 財政再生基準 

●実質赤字比率 １１.２５％ ２０.００％ 

●連結実質赤字比率 １６.２５％ ３０.００％ 

●実質公債費比率 ２５.０％ ３５.０％ 

●将来負担比率 ３５０.０％  

●資金不足比率 ※ ２０.０％  

 

※ 資金不足比率は公営企業会計のみに適用され、基準は「経営健全化基準」と

定義されております。 
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３ 各指標の前年度決算との比較 
 

区 分 前年度比率 本年度比率 比 較 

●実質赤字比率 － － － 

●連結実質赤字比率 － － － 

●実質公債費比率 ８.０％ ７．１％ △０.９㌽ 

●将来負担比率 － － － 

●資金不足比率 － － － 

 

実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率及び資金不足比率は、算出されて

おりません。 

過去３カ年平均の実質公債費比率は 7.1％であり、早期健全化基準の 25.0％を大幅

に下回っていることから、全ての指標において健全となっております。 

 

４ 健全化判断比率等の議会報告 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体の長は、毎年度、

前年度決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率等を算定し、監査委員の審査

に付したうえで、監査委員からの意見を付けて当該健全化判断比率等を議会へ報告し、

かつ、公表しなければならないとされております。 

【指標解説】 

① 実質赤字比率 

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。 

② 連結実質赤字比率 

全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対する比率。 

③ 実質公債費比率 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比

率。 

本比率が 18％を超えた場合には、地方債制度のもとで起債発行に県知事の許可を

得る必要がある許可団体に移行。 

④ 将来負担比率 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。 

⑤ 資金不足比率 

各公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率。 
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５ 財政健全化計画等の策定等 
① 財政の早期健全化 

健全化判断比率（指標解説①～④）のいずれかが、早期健全化基準（項目２参照）

を超えた場合には、主に以下の規制を受けることとなります。 

ａ）議会の議決を経て財政健全化計画を策定・公表し、国及び県へ報告 

ｂ）策定した財政健全化計画の実施状況を議会等へ報告し公表 

ｃ）計画の実施状況を踏まえ、必要に応じた国・県の勧告 

 

② 財政の再生 

健全化判断比率（指標解説①～③）のいずれかが、財政再生基準（項目２参照）

を超えた場合には、主に以下の規制を受けることとなります。 

ａ）議会の議決を経て財政再生計画を策定・公表し、国及び県へ報告 

ｂ）策定した財政再生計画の実施状況を議会等へ報告し公表 

ｃ）財政再生計画に国の同意を得ていない場合には、地方債発行の制限 

（災害復旧の事業費の財源とする場合等を除く） 

ｄ）計画の実施状況を踏まえ、必要に応じた国による予算変更等の勧告 

 

③ 経営の健全化 

資金不足比率（指標解説⑤）が、経営健全化基準（項目２参照）を越えた場合に

は、主に以下の規制を受けることとなります。 

ａ）議会の議決を経て経営健全化計画を策定・公表し、国及び県へ報告 

ｂ）策定した経営健全化計画の実施状況を議会等へ報告し公表 

ｃ）経営健全化計画に国の同意を得ていない場合には、地方債発行の制限（災害

復旧の事業費の財源とする場合等を除く） 

ｄ）計画の実施状況を踏まえ、必要に応じた国による予算変更等の勧告 

 

※ ただし、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合で

あって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確

実であると認められる場合においては、経営健全化計画の策定を要しないことと

なっています。 
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≪参考≫各比率の対象範囲 

 


